
（仮称）栗子山風力発電事業 環境影響評価準備書に対する意見 

 

 １ 全般的事項 

（１）事業計画について 

   事業の実施にあたっては、市民の理解が必要不可欠であることか

ら、周辺住民等に対して十分なコミュニケーションを図るとともに、

事業の進捗状況を適宜報告し情報共有をするなど、相互の意思疎通

に最大限努めたうえで、事業による環境影響を積極的かつわかりや

すく示すこと。 

また、周辺地域はもちろん、市民全体に向けての説明会を早急に

行い、事業者としての説明責任を果たすこと。住民との意見交換を

通して、誠実に理解の醸成を図り、合意形成を図ること。 

今回の本市の意見は、市民から寄せられた意見を多く反映させた

ものとなっている。これらの意見を真摯に受け止め、適切に反映さ

せることができない場合は、本事業計画について本市は是認しない

可能性がある点に十分留意すること。 

（２）調査及び評価について 

    住民説明会等において、調査結果に疑義を呈する意見があった場

合は、調査方法の拡充や再調査等を実施し、調査結果の裏付けを着

実に取ること。 

   さらに、市民の安全・安心を確保する観点から、事業による環境

影響を適切に予測及び評価し、最大限の環境保全措置を講ずること。 

 

２ 個別事項 

（１）野生鳥獣及び生態系について 

    野生鳥獣及び生態系に関する適切な調査を行い、その結果を踏ま

え、適切な環境保全措置を講ずることにより、野生鳥獣及び生態系

への影響を極力回避又は低減すること。 

    特に下記事項について留意すること。 

① 
イヌワシ、クマタカ等希少猛禽類の行動圏、生息状況及び

営巣地について適切な調査を行い、生態系の保全及び種の存



続に努めること。 

また、調査段階で把握してなかった希少な動植物の生息を

発見した場合は、専門家や関係機関等への報告したうえで、

環境保全措置を講ずること。 

② 

ブレードの可動範囲付近の高さを飛翔する鳥類が存在す

ることから、鳥類の風車への衝突、いわゆるバードストライ

クについての可能性及び確率について検討を行い、対策を適

切に実施すること。 

風力発電機周辺の砂利等敷設以外の有効な対策について

検討を行うこと。 

③ 

林野庁が設定した鳥海朝日・飯豊緑の回廊が建設事業実施

区域周辺にあることから、緑の回廊への影響がないように配

慮すること。 

④ 

生息環境の変化によりツキノワグマ、イノシシといった野

生鳥獣が市街地へ出没する可能性があることから、野生鳥獣

に関する適切な調査を行い、その結果を踏まえた環境保全措

置を講ずること。 

 

（２）公害対策について 

    騒音、粉塵、振動、水質汚濁及び土壌汚染等の各種公害対策を適

切に講じ、環境基本法に定める環境基準を遵守すること。また、廃

棄物の処理についても適切に行うこと。 

    特に下記事項について留意すること。 

① 

建設事業実施区域周辺の川及び沢への影響を事前に調査

し、地形等の地域特性を考慮した水質汚濁対策を十分に行う

こと。 

② 

低周波音については環境基準の定めはないものの、環境省

が定める測定方法、防止対策、参照値に基づいて適切に対処

すること。 

③ 

廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

基づき、適切に処分すること。一時的に保管する場合は、維

持管理を徹底し、降雨や降雪の際の水質汚濁の防止に努める

こと。 

 

（３）災害対策について 

    地盤調査及び地質調査を適切に行い、土砂崩れ及び土砂の河川へ

の流出等の災害対策を適切に講ずること。また、地震や豪雨等、未

曽有の災害が生じた場合も十分に想定し、周辺地域に影響が出ない



ような方策を講ずること。 

    特に下記事項について留意すること。 

① 

建設事業実施区域の地質及び地層についての安全性を十

分に調査・検証したうえで、周辺の土砂流出・崩壊防備エリ

アへの影響が出ないようにすること。 

② 
 万が一、土砂災害が生じた場合における復旧方法や体制等

を具体的に検討すること。 

 

（４）景観への配慮について 

    景観に関しては特に下記事項について留意すること。 

① 

米沢市景観計画に定めた内容を基本として、景観への影響

を回避又は極力低減する措置を講ずること。 

また、市街地等から建設予定地を眺望できる位置を複数選

定しフォトモンタージュを作成するなど、適切な調査及び予

測を実施の上、景観に関する意見交換を住民と行い、理解の

醸成と合意形成を図ること。 

 

（５）その他 

    その他下記事項について留意すること。 

① 

事業終了後における発電設備の撤去及び処分については、

資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン（風力

発電）」に基づいて適切に行うこと。 

あらかじめ廃棄等費用について見積もりを行ったうえで、

積み立ての開始時期と終了時期、毎月の積立金額を明らかに

した事業計画を策定すること。 

② 
市民との合意形成を図るためにも、本市に対する地域貢献

事業を具体的に計画し説明すること。 

 


